
琵琶湖漁業における漁協組織再編に向けた取組状況について

１ 合併検討の状況

• 令和４年から、県漁連が中心となり傘下漁協と連携して「滋賀県一漁協合併検討協議
会」 （沿湖30漁協が参画）を立ち上げ、検討を重ねてきた。

• 令和５年５月には、「滋賀県一漁協合併推進協議会」 （沿湖27漁協・漁連・10市・県が
参画）へ移行。

• 同推進協議会のもとで、合併契約書および関連附属書の作成ならびに事業経営計画
の策定などが進捗しており、令和５年11月の第３回合併推進協議会にて取りまとめがな
された。 また、欠損金等を抱える組合の財務改善計画が承認された。

２ 今後の予定

• 合併に係る協議事項については合併推進協議会で概ね確定されたが、末端の組合
員レベルでの合併への理解が十分に深まっていないことや、新漁協における組合員
からの賦課金や会計事務など、契約書等に規定のない合併後の姿に係る議論が十分
できていないため、合併参加の判断ができないとする組合があるといった課題が残っ
ている。

• このため、11月から２月にかけて上記の課題解決に取り組み、令和６年３月に合併参
加の意向を確認することで、組合員の理解醸成を丁寧に進めることとされた。

• この結果、予定スケジュールを再度見直し、令和６年１０月１日に合併し「滋賀びわ湖
漁協」が発足、その後令和７年４月に漁連が包括承継されるスケジュールを目指す。

（※直近の計画：令和６年４月１日に合併、同年９月に漁連包括承継）
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【３ 滋賀県一漁協の事業（イメージ）】
今後、事業委員会等を中心に検討を深めていくこととなるが、現時点で想

定する事業のイメージは以下のとおり。

①販売事業
• 各地区の漁業実態に応じた販売体制を構築。既存の販売活動の強化や新た

な販路の開拓、ブランド力の向上により、漁獲物の流通量拡大や魚価安定
向上に取り組む。

②指導事業
• 後継者や新規就業者の育成と受け入れを図る。
• 資源管理により、資源の回復・増加を促し、所得の安定に努める。
• 漁業共済を活用できる体制を整え、全利用・加入の促進を図る。
• 増殖事業、外来魚・水草対策事業、漁場環境改善事業に継続して取り組む。

③購買事業
• 購買事業未実施の組合もある中、円滑な購買事業の導入を図る。スケール

メリットを活かして、組合員に有益なサービスを充実する。
• 購買品在庫の情報管理を一元化する仕組みを構築。入手困難な漁具用品の

確保や燃油・資材の適正価格での供給など、組合員に円滑な融通(供給)を
図る。

④製氷冷蔵事業
• 現存する施設の有効活用に加え、漁獲物の鮮度保持や高付加価値化に必要

な施設の整備を進め、組合員の共同利用による利便性の向上を図る。

滋賀県一漁協合併基本構想（案） ～琵琶湖漁業をずっと続けていくために～

【１ 合併の必要性】
漁業者の減少と高齢化が進み、多くの漁協で組合員の数が不足する事

態が目前に迫っている。（水産業協同組合法上、各漁協は正組合員数20
名を下回った場合には解散。）
漁業者の基盤となる漁協をできる限り強固な組織に変えて、目前の危

機を回避しつつ、新たな組織で流通改善や漁家経営の改善に取り組んで
いくことが、現実的かつ効果的な対策。

・ 組合員が安心できる健全な財務基盤の確立
・ 組合員が頼れる漁協を目指す事業改革
・ 漁業後継者、職員の確保・育成ができる漁協の実現

【４ 主な検討事項】
（１）財務関係

①財産の引継ぎ、②財務調整、③繰越欠損金の処理、④新漁協の収支財
務管理方針 など

（２）組織関係
①職員、②人事制度、③事業運営組織の構築、④事務所、⑤総代、⑥理

事・監事、⑦組合員資格、⑧地区、⑨漁業権の行使方法、⑩管理庶務事項
（会計、収支財務管理） など

（３）事業関係
①販売事業、②購買事業、③指導事業 など

【２ 合併の基本的事項】
（１）合併の方法

沿湖31漁協が、新設する県一漁協に合併（新設対等合併）。各組
合は新漁協の支所となるイメージ。（STEP１）
滋賀県漁連は会員が１つになった後、新漁協に包括承継し、本

所機能を担う。（STEP２）
（２）合併期日の目標
STEP１：令和６年10月、STEP２：令和７年４月を案として協議中

（３）合併に関する詳細な検討と調整
令和４年５月に「滋賀県一漁協合併検討協議会」を設置（沿湖30

漁協の組合長で構成）。
令和５年５月から「滋賀県一漁協合併推進協議会」（沿湖27漁

協・漁連・10市・県で構成）へ移行。
11月の第３回推進協議会において、合併仮契約書および関連附属

書等の案の取りまとめがなされた。
新組合の名称は「滋賀びわ湖漁業協同組合」とされた。
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（令和５年１１月更新版）
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